
 第３号様式（第６条第１項関係） 
市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成29年10月18日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

平成29年10月18日（水）午前9時30分～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 

保育課 松丸課長、片桐主査 

３ 件名 

複合型子育て支援施設の誘致と幼稚園における預かり保育の拡充について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・賃借料について、国・県補助以外の財源があるか。 

⇒一部保育事業者に転貸するため、保育事業者の負担分がある。 

・幼稚園が認定こども園に移行した場合に見込んでいた経費を充てるとのことだが、同

等の効果が見込めるか。 

⇒認定こども園への移行が難しい現状の中、3歳児から5歳児の待機児童の解消に関し、

同等の効果を見込んでいる。 

・幼稚園の空き状況は。 

⇒全体の定員に対し約3割空いている状況である。 

・幼稚園の預かり保育の拡充は何園ほど見込んでいるか。 

⇒地域型保育事業の連携施設となる幼稚園分を見込んでいる。既に地域型保育事業所が

2園あり、さらに小規模保育事業所が1園追加されるため、2園から3園の幼稚園で預か

り保育を拡充し連携施設となることを見込んでいる。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



別 記 

 第１号様式その１（第４条第４項関係） 

平成２９年１０月１２日 

付議書（行政経営戦略会議） 

 

            部課名（ 保育課  ） 

１ 件名 

複合型子育て支援施設の誘致と、幼稚園における預かり保育の拡充に

ついて 

２ 目的 

待機児童を解消するとともに、既存の保育所・幼稚園を有効活用した

魅力的な子育て環境を創出する。 

３ 効果 

待機児童の解消及び幼児教育を受ける機会の拡大、拠点でのにぎわい

創出 

４ 現状と課題 

平成29年4月は10名の待機児童が発生し、その後も増加している。今

後もピークとなる平成32年度まで保育量は増える見込みであり、受け

皿の拡大が必要である。 

５ 対応 

中心都市拠点の地区計画区域に特に待機児童が多い0-2歳児の受け皿

となる小規模保育事業所の整備（誘致）するとともに、幼稚園での保

育需要の受け入れが可能となる送迎拠点を整備し、保育需要の受け皿

拡大を図る。 

また、0-2歳児を対象とした小規模保育所等の地域型保育事業の卒園

児を受け入れる幼稚園において、保育所並の開所時間・開所日数を実

現するため、預かり保育の拡充を行う。 

６ スケジュール 

別添のとおり 

７ その他 

 



８ 関連情報 

関係法令等 児童福祉法、子ども・子育て支援法 

関係課 都市計画課 

予算措置 事業費     会計  款 項 目       円

特定財源                    円
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